
和歌山県介護人材確保対策事業実施要綱 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

１ 目的 

この事業は、介護現場において、慢性的な人手不足等により介護

人材を確保できていない現状にあるなか、県内の若年者に対し、介

護に関する知識及び技術を修得する機会を創出することにより、介

護現場への新規参入を図ることを目的とする。 

 

２・３（略） 

 

４ 事業の内容 

就職を希望する県内の高等学校（特別支援学校の高等部を含む。

以下同じ。）に在籍する生徒（以下「高校生」という。）及び県内に

住所を有する者であって、研修を実施する年度の末日において満１

６歳以上満２０歳以下である者を対象に、以下のとおり、介護保険

法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２２条の２３第１項

に規定する介護職員初任者研修課程（以下「研修」という。）を修

了させる。 

（１）法人等は、県内の高等学校等と連携し、受講者の募集を行う。 

（２）（略） 

（３）法人等は、県内の介護施設等と連携し、実習を行う。 

 

 

１ 目的 

この事業は、介護現場において、慢性的な人手不足等により介護

人材を確保できていない現状にあるなか、県内の高等学校の生徒に

対し、介護に関する知識及び技術を修得する機会を創出することに

より、介護現場への新規参入を図ることを目的とする。 

 

２・３（略） 

 

４ 事業の内容 

就職を希望する県内の高等学校に在籍する高校生を対象に、以下

のとおり、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

２２条の２３第１項に規定する介護職員初任者研修課程（以下「研

修」という。）を修了させる。 

 

 

 

（１）法人等は、県内の高等学校と連携し、受講者の募集を行う。 

（２）（略） 

（３）法人等は、県内の介護施設等と連携し、実習を行うことができ

る。 

 



５（略） 

（１）研修の講師については、研修事業実施要綱第１０（４）の要件

を満たす者を選定すること。 

（２）研修については、講義、演習及び実習を行うこと。 

 

（３）・（４）（略） 

（５）ベッド及び浴槽は、受講者８名につき１台配置すること。ポー

タブルトイレ、車椅子及びその他消耗品等については、必要数を

揃えること。 

（６）～（８）（略） 

（９）法人等は、研修受講者に対し、高校生にあっては学生証により、

高校生以外の者にあっては個人番号カード等により本人確認を

行うこと。 

（10）（略） 

（11）研修の受講料は、原則無料とすること。ただし、１０時間を超

える個別指導による補講等（欠席等により筆記試験を別日程で実

施する場合を含む。以下「補講等」という。）が必要になった場

合は、１時間につき１，１００円を上限として補講等に要する費

用を研修受講者から徴収することができる。この場合において、

時間の計算は、次のとおり取り扱うものとする。 

ア 補講等の時間は累計で算定し、その合計に１時間に満たない端

数があるときは、端数を１時間として計算する。 

イ 講義部分において、個別指導による補講を実施した場合は、レ

５（略） 

（１）研修の講師については研修事業実施要綱第１０（４）の要件を

満たす者を選定すること。 

（２）研修は、講義及び演習により行うものとし、必要に応じて実習

を行うものとすること。 

（３）・（４）（略） 

（５）ベッド及び浴槽は、受講者８名につき１台配置すること。ポー

タブルトイレ、車椅子及びその他消耗品等については、必要数揃

えること。 

（６）～（８）（略） 

（９）法人等は、研修受講者に対し、学生証により本人確認を行うも

のとすること。 

 

（10）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 



ポートの添削指導により実施した補講の時間と合わせて１３時

間を限度として、当該個別指導に要した時間を補講等の時間から

除外する。 

（12）法人等は、研修受講者から５（11）に係る費用を徴収する場合

は、研修受講者に対し費用負担額及び条件を周知し、受講申込時

に同意を得ること。 

（13）本事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から５年間保存する

こと。 

（14）法人等は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている

旨の意思の表明があった場合は、和歌山県障害を理由とする差別

の解消の推進に関する条例（令和５年条例第４６号）に基づき実

施すること。 

 

６ 委託費 

１契約当たり５４９,０００円に、受講者数に１５,４００円を乗

じて得た額を加算した額を上限とする。但し、講師等交通費が発生

する場合には、１契約当たり９９，０００円を上限として交通費を

加えることができるものとする。 

 

７（略） 

（１）・（２）（略） 

（３）法人等は、次の各号のいずれかに変更が生じたときは、和歌山

県介護人材確保対策事業変更届出書（別記第１９号様式）を作成

 

 

 

（新設） 

 

 

（11）本事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から５年間保存する

こと。 

（12）法人等は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている

旨の意思の表明があった場合は、和歌山県障害を理由とする差別

の解消の推進に関する条例（令和５年条例第４６号）に基づき実

施すること。 

 

６ 委託費 

１契約当たり７０３，０００円を上限とする。但し、講師等交通

費が発生する場合には、１契約当たり９９，０００円を上限として

交通費を加えることができるものとする。 

 

 

７（略） 

（１）・（２）（略） 

（３）法人等は、次の各号のいずれかに変更が生じたときは、和歌山

県介護人材確保対策事業変更届出書（別記第１９号様式）を作成



し、必要な書類を添付の上、和歌山県知事に提出するものとする。

その後、県が書類審査し契約内容に変更がある場合は、変更契約

を締結するものとする。 

①～⑤（略） 

⑥講義の方法 

⑦研修カリキュラム 

⑧修了評価の方法 

⑨筆記試験問題、解答用紙及びその模範解答集 

⑩添削指導に関すること 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年７月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年３月１日から施行し、平成２８年４月１日

から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年３月１日から施行し、平成２９年４月１日

から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１０月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

し、必要な書類を添付の上、和歌山県知事に提出するものとする。

その後、県が書類審査し契約内容に変更がある場合は、変更契約

を締結するものとする。 

①～⑤（略） 

⑥実習施設 

⑦講義の方法 

⑧研修カリキュラム 

⑨修了評価の方法 

⑩筆記試験問題、解答用紙及びその模範解答集 

⑪添削指導に関すること 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年７月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年３月１日から施行し、平成２８年４月１日

から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年３月１日から施行し、平成２９年４月１日

から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１０月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１０日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年６月１９日から施行する。但し、別記第１

８号様式については、令和元年７月１日から施行する。 

 （委託費に関する経過措置） 

２ 令和元年９月３０日までに完了する契約の上限額については、な

お従前の例による。 

附 則 

この要綱は、令和２年７月２２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年１２月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年３月２８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年２月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１０日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年６月１９日から施行する。但し、別記第１

８号様式については、令和元年７月１日から施行する。 

 （委託費に関する経過措置） 

２ 令和元年９月３０日までに完了する契約の上限額については、な

お従前の例による。 

附 則 

この要綱は、令和２年７月２２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年１２月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年３月２８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年２月２７日から施行する。 

 



  



  



別記第２号様式（略） 

 

別記第２号様式（略） 

 



  



 
 



  



別記第５号様式（略） 

 

別記第５号様式（略） 

 



 

 

 

（新設） 



 
 



別記第７号様式・別記第８号様式（略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第７号様式・別記第８号様式（略） 

 



 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１１号様式・別記第１２号様式（略） 

 

別記第１１号様式・別記第１２号様式（略） 

 



別記第１４号様式（略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１４号様式（略） 

 



別記第１６号様式～別記第１８号様式（略） 

 

別記第１６号様式～別記第１８号様式（略） 

 

 


